
誓約書とは

「書かれた約束事について守ります。」 と誓った書面です。

 法律用語ではなく、一般用語として「誓約します」という内容の書面ということです。

協定書とは

当事者間の取り決め事項を記載した書類のこと。

 基本的には契約書と同義である。



機械電気器具（電動工具・電気溶接機等）持込・使用許可願の必要性

機械電気器具（電動工具・電気溶接機等）持込・使用許可願とは、作業に

必要とする機械の安全性を管理するための書類です。



 
 
 

提出書類一覧表 

 

No. 提出書類の名称 様式 提出月日 ﾁｪｯｸ 

１ 現場安全衛生に関する誓約書 １   

２ 建設業法、雇用改善法等に基づく届出書（変更） １５   

３ 施工体系図 １４   

４ 労災保険特別加入状況報告書 ３   

５ 法定外補償（労災上乗保険等）加入状況届 ４   

６ 作業員名簿 ５   

７ 免許、資格証の写し ６   

８ 高齢者就労報告書 ７   

９ 年少者等就労報告書    

１０ 建設機械等持込・使用許可願 ８   

１１ 機械電気器具持込・使用許可願 ９   

１２ 火気使用届 １１   

１３ 作業所作業協定書 １２   

１４ 送り出し教育    

１５ 作業主任者選任報告    

１６ 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者選任報告    

１７     

 
※工事着手５日前迄に提出 

 



会社・共栄会 安全パトロール 

確 認 月 日 月  日 

確 認 者 名  

作業所是正確認 月  日 

作業所確認者名  

 
 
 

労 務 ・ 安 全 衛 生 に 関 す る 
 
 

提   出   書   類 
 
 
 
 
 

               記 入 例 
 
 
 
 
 
 

請負会社名 鈴木建設株式会社   
 
 
 
 

 
 
＊提出いただいた書類の個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、当作業所の管理以外に使用

いたしません。また、ご本人の同意なく利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いは致しません。 
 
                                       R7.03.31 

業者確認月日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

業者確認者名         



第１号様式

工事名又は所長名 年　　　 月 日

平井工業株式会社

作業所長 殿 書き込みができませんので、ゴム印

手書き等で記入してください。

㊞

貴社発注の工事施工にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法その他関係法

令を守り、貴作業所における安全衛生管理に協力することを誓約」いたします。

更に、下記事項については、当社従業員だけでなく再下請の従業員についても周知徹底

させ、必要な措置を行うことを併せて誓約いたします。

記

１．工事施工上、労務、安全に関して、次の事項を順守します。

（１）　作業所長が特定元方事業者の統括安全衛生管理者として、法違反がないように関

　　係請負人に対して行う指導又は是正の指示に従います。

（２）　作業所長が安全衛生協議会を通して行う関係請負人の作業間の連絡及び調整を

　　順守します。

（３）　作業は作業手順に従い、事前に安全設備を点検し、不安全箇所のある時は、即時

　　作業所長に報告し、整備をしてもらった上で使用します。

（４）　作業のため開口部等不安全な箇所を発生させる時は、事前に安全設備一部取り外し

　　許可申請書を提出し、作業所長から許可を受けてから作業します。

（５）　既設の安全設備の変更又は移動を行う場合は、事前に作業所長の承認を得て、そ

代表者名

電 話

現 場 安 全 衛 生 に 関 す る 誓 約 書

令 和

住 所

会 社 名



　　の指示通りに実施し、その保守と作業完了後の復旧を確実に行います。

（６）　作業者には安全教育（雇入時の教育、作業変更時の教育、特別教育、職長・

　　安全衛生責任者教育その他）を実施した上で就労させます。

（７）　毎日行う安全朝礼、安全打合せ、工程打合せには参加し、作業開始前のミーティン

　　グ、ＫＹ活動を実施し、その結果について報告いたします。

（８）　服装は作業に便利で安全なものを着用し、保護具、保護帽は完全に着用します。

（９）　くわえたばこで作業はしません。

（10）　後片付けは指示に従い、不履行によって他職において代行したときは、その費用

　　　を負担します。

（11）　労災保険の必要により出勤簿、賃金台帳、賃金支払明細票の提出を求められた

　　 ときは、これに応じます。

（12）　業務上の災害発生のときは、遅滞なく次の手続きをとり、従業員の補償に支障の

　　 ないようにします。提出した書類の写しは、作業所に提出します。

（１）　労働者死傷病報告

（２）　療養補償給付たる療養給付請求書

（３）　休業補償給付請求書

（13）　労災保険特別加入対象者（中小事業主、一人親方）は政府労災保険の適用除

　　 外者となるので、必ず加入します。加入しない場合は、貴社の作業所では作業を行

　　 いません。

（14）　政府労災保険の上乗せ補償としての、法定外補償（労災上乗せ保険等）は貴社

　　 の加入指導に基づき加入します。また当社の従業員に労働災害が発生した場合は、

　　 事業主負担の補償は当方で責任をもって支払います。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設業法、雇用改善法等に基づく届出書（変更届） 
 
 

労災保険特別加入状況報告 
 
 

法定外補償（労災上乗保険）加入状況届 
 



第１５号様式

全建統一様式第１号-甲 令 和 年 月 日 《再下請負関係》　再下請負業者及び再下請負契約関係については次のとおり報告いたします。

〒　４２０－０９６５

ＴＥＬ ○○○-○○○－○○○○

【報告下請負業者】　（１次） ○　○　○　○　工　事

〒　４２０－０９８７ とび、土工事

自 年 月 日

ＴＥＬ 至 年 月 日

ＦＡＸ
施工に必要な許可業種 許可番号 許可（変更）年月日

鈴 木 建 設 株 式 会 社

第 号 年 月 日

《自社に関する事項》 代 表 取 締 役  　　鈴 木 一 郎　　　㊞

○　○　○　○　工　事 年 月 日

とび、土工事

自 年 月 日

至 年 月 日

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（変更）年月日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日 権限及び 下請負契約書第○条記載の通り

意見申出方法 文書による

鈴木建設㈱本社 各業者毎必要

※ 建設業許可の無い業者は不要

ただし、１件工事の合計金額５００万円以上が受注できない。

権限及び 下請負契約書第○条記載の通り

意見申出方法 文書による

権限及び 下請負契約書第○条記載の通り

意見申出方法 文書による

※　[主任技術者、専門技術者の記入要領] 保険の欄の記入について

１．主任技術者の配属状況について　[選任・非選任]　のいずれかに○印を付すこと。 １．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行ってい

２．専門技術者には、土木・建築一色工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工 　　ない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合

　　事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工 　　を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用

　　事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 　　除外を○で囲む。

　　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて ２．請負契約に係る営業所の名称を記載。

　　全員を記載する。 ３．事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適

３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する） 　　用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。

　①経験年数による場合 ４．事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本

　　１）大学卒 [指定学科]　３年以上の実務経験 　　店の整理番号及び事業所番号を記載。

（記入要領）　１．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 　　２）高校卒 [指定学科]　５年以上の実務経験 ５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保

２．再下請負契約がある場合は≪再下請負契約関係≫欄（当用紙の右部分）を記入すると 　　３）その他　　　　　　　　10年以上の実務経験 　　険番号を記載。

　　ともに、次の契約書類の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は、≪再下請負 　※　実務経験年数の確認できる書類を添付 ※　２～５については、直近上位の注文書との請負契約に係る営業所以外の営業所で再

　　契約関係≫欄をコピーして使用する。 　②資格等による場合 　　下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加

　　①契約書、注文書・請書等　②下請基本契約書 　　１）建設業法　「技術検定」

３．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 　　２）建築士法　「建築士試験」

４.　外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は 　　３）技術士法　「技術士試験」

　　「無」を○で囲む。 　　４）電気工事士法　「電気工事士試験」

５.　外国人技能実習生が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い 　　５）電気事業法　「電気主任技術者国家試験等」

　　場合は「無」を○で囲む。 　　６）消防法　「消防設備士試験」

６.　外国人特定技能１号の者が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する 　　７）職業能力開発促進法　「技能検定」

　　予定が無い場合は「無」を○で囲む。 　※　資格証の写しを添付

7 3 30

会 社 名 有 限 会 社 山 田 組 代 表 者 名

（ 次 ） 工 事 内 容

現 場 代 理 人 名 加 藤 浩 一 殿 住 所 静 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
工 期

○○○-○○○-○○○○

山 田 次 郎

住 所

直 近 上 位 の 電 話 番 号 静 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

注 文 者 名 平 井 工 業 株 式 会 社 工 事 名 称 及 び

7 年 ３ 月

建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 （変更届）
（ 再 下 請 負 通 知 書 様 式 ）

２３ 日
令 和 7 4 5

契 約 日 令 和
令 和 7 6 16

6 1234 令 和 6 5 21

○○○-○○○-○○○○

元 請 名 称 平 井 工 業 株 式 会 社

会 社 名 大 臣 特 定

建 設 業 の と び 、 土 工 工 事 業

代 表 者 名 知 事 一 般

許 可 大 臣 特 定

工 事 名 称 及 び 工 事 業

工 事 内 容 知 事 一 般

工 期
令 和 7 4 5 注 文 者 と の

令 和 ７
健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険

令 和 7 6 16 契 約 日 健 康 保 険 等 の 加入　　未加入
年 ３ 月 ２２ 日 保険加入の

有無

雇 用 保 険

大 臣 特 定 整理記号等 ㈲山田組本社 23450098 22ヤク04578 22-3-01-347678-000

加入　　未加入 加入　　未加入

適用除外 適用除外 適用除外

加 入 状 況 事 業 所 営 業 所 の 名 称 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険

6 5 21
知 事 一 般

現場代理人名 田 中 和 夫

建 設 業 の と び 、 土 工 工 事 業 6 182 令 和

安全衛生責任者名 田 中 和 夫
許 可 大 臣 特 定

工 事 業 令 和

山 田 次 郎

保険加入の
有無

健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険 非 専 任 田 中 和 夫

※専門技術者名

安全衛生推進者名
知 事 一 般

※主任技術者名
専 任

雇用管理責任者名

健 康 保 険 等 の 加入　　未加入 加入　　未加入 加入　　未加入
資格内容 １０年以上の実務経験

適用除外 適用除外 適用除外

資格内容
整理記号等 12340056 22　スケ 01234 22-3-01-123456-000

担当工事内容

加 入 状 況 事 業 所 営 業 所 の 名 称 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険

有 無

現場代理人名 佐 藤 一 郎 雇用管理責任者名 鈴 木 太 郎
外 国 人 建 設 就 労 者 の

有

監督員名 佐 藤 一 郎 安全衛生責任者名 佐 藤 一 郎

安全衛生推進者名 ※登録基幹技能士名・種類

特 定 技 能 １ 号 の
有 無

従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

資格内容 １０年以上の実務経験 担当工事内容

※登録基幹技能士名・種類

外 国 人 建 設 就 労 者 の
有 無

外 国 人 技 能 実 習 生 の

常　　駐

非専任は常駐でなくてよい

常　　駐

下請負人に発注する場合は必要

これを確認　５年有効

常　　駐

有 無
従 事 の 状 況 （ 有 無 ） 従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

※主任技術者名
専 任

資格内容
従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

非 専 任 佐 藤 一 郎

無
外 国 人 技 能 実 習 生 の

有 無

※専門技術者名
従 事 の 状 況 （ 有 無 ） 従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

特 定 技 能 １ 号 の



第１５号様式

全建統一様式第１号-甲 令 和 年 月 日 《再下請負関係》　再下請負業者及び再下請負契約関係については次のとおり報告いたします。

ＴＥＬ

【報告下請負業者】　（１次）
〒　４２０－０９８７

自 年 月 日

ＴＥＬ 至 年 月 日

ＦＡＸ
施工に必要な許可業種 許可番号 許可（変更）年月日

有 限 会 社　　山 田 組

第 号 年 月 日

《自社に関する事項》 山 田 一 郎　　　㊞

○　○　○　○　工　事 年 月 日

とび、土工事

自 年 月 日

至 年 月 日

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（変更）年月日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日 権限及び

意見申出方法

㈲山田組本社

権限及び

意見申出方法

権限及び 下請負契約書第○条記載の通り

意見申出方法 文書による

※　[主任技術者、専門技術者の記入要領] 保険の欄の記入について

１．主任技術者の配属状況について　[選任・非選任]　のいずれかに○印を付すこと。 １．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行ってい

２．専門技術者には、土木・建築一色工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工 　　ない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合

　　事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工 　　を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用

　　事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 　　除外を○で囲む。

　　複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて ２．請負契約に係る営業所の名称を記載。

　　全員を記載する。 ３．事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適

３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する） 　　用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。

　①経験年数による場合 ４．事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本

　　１）大学卒 [指定学科]　３年以上の実務経験 　　店の整理番号及び事業所番号を記載。

（記入要領）　１．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 　　２）高校卒 [指定学科]　５年以上の実務経験 ５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保

２．再下請負契約がある場合は≪再下請負契約関係≫欄（当用紙の右部分）を記入すると 　　３）その他　　　　　　　　10年以上の実務経験 　　険番号を記載。

　　ともに、次の契約書類の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は、≪再下請負 　※　実務経験年数の確認できる書類を添付 ※　２～５については、直近上位の注文書との請負契約に係る営業所以外の営業所で再

　　契約関係≫欄をコピーして使用する。 　②資格等による場合 　　下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加

　　①契約書、注文書・請書等　②下請基本契約書 　　１）建設業法　「技術検定」

３．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 　　２）建築士法　「建築士試験」

４.　外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い場合は 　　３）技術士法　「技術士試験」

　　「無」を○で囲む。 　　４）電気工事士法　「電気工事士試験」

５.　外国人技能実習生が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定が無い 　　５）電気事業法　「電気主任技術者国家試験等」

　　場合は「無」を○で囲む。 　　６）消防法　「消防設備士試験」

６.　外国人特定技能１号の者が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する 　　７）職業能力開発促進法　「技能検定」

　　予定が無い場合は「無」を○で囲む。 　※　資格証の写しを添付

特 定 技 能 １ 号 の
有 無

従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

※登録基幹技能士名・種類

外 国 人 建 設 就 労 者 の
有 無

外 国 人 技 能 実 習 生 の
有 無

従 事 の 状 況 （ 有 無 ） 従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

有 無

※専門技術者名
従 事 の 状 況 （ 有 無 ） 従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

特 定 技 能 １ 号 の
有 無

※主任技術者名
専 任

資格内容
従 事 の 状 況 （ 有 無 ）

非 専 任 田 中 和 夫

資格内容 １０年以上の実務経験 担当工事内容

担当工事内容

監督員名 安全衛生責任者名 田 中 和 夫

安全衛生推進者名 ※登録基幹技能士名・種類

現場代理人名 田 中 和 夫 雇用管理責任者名 田 中 和 夫
外 国 人 建 設 就 労 者 の

有 無
外 国 人 技 能 実 習 生 の

加 入 状 況 事 業 所 営 業 所 の 名 称 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険
資格内容

整理記号等 23450098 22　ヤク 04578 22-3-01-347678-000

健 康 保 険 等 の 加入　　未加入 加入　　未加入 加入　　未加入
資格内容 ※専門技術者名

適用除外 適用除外 適用除外

安全衛生推進者名
知 事 一 般

※主任技術者名
専 任

雇用管理責任者名
保険加入の

有無

健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険 非 専 任

6 1234 令 和 6 5 21

工 事 業 令 和

知 事 一 般
現場代理人名 安全衛生責任者名

許 可 大 臣 特 定

適用除外 適用除外 適用除外

加 入 状 況 事 業 所 営 業 所 の 名 称 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険

大 臣 特 定 整理記号等

建 設 業 の と び 、 土 工 工 事 業

令 和 7 6 16 契 約 日 健 康 保 険 等 の 加入　　未加入 加入　　未加入 加入　　未加入

工 事 名 称 及 び 工 事 業

工 事 内 容 知 事 一 般

工 期
令 和 7 4 5 注 文 者 と の

令 和 7 年 ３ 月 ２３ 日 保険加入の
有無

健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 雇 用 保 険

令 和

代 表 者 名 知 事 一 般

許 可 大 臣 特 定

○○○-○○○-○○○○

元 請 名 称 平 井 工 業 株 式 会 社

会 社 名 大 臣 特 定

建 設 業 の 工 事 業

契 約 日 令 和 年 月 日
○○○-○○○-○○○○ 令 和

現 場 代 理 人 名 佐 藤 一 郎 住 所 静 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
工 期

令 和

住 所

直 近 上 位 の 電 話 番 号

注 文 者 名 鈴 木 建 設 株 式 会 社 工 事 名 称 及 び

（ 次 ） 工 事 内 容

7 3 30

建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 （変更届）
会 社 名 代 表 者 名

（ 再 下 請 負 通 知 書 様 式 ）



第１４号様式 施　工　体　系　図
工事名　　○○○○工事 工　期　　令和７年　４月　５日　～　令和７年　６月１６日 発注者　　○ ○ ○ ○

一次下請

注） 点線になっているので、実線でつないでください。

工
期 令和　７年　　６月　１６日

鈴木建設株式会社
工事
内容

とび、土工

令和　７年　　４月　　５日

会
社
名

会
社
名

有限会社山田組

工
期

令和　７年　　４月　　５日

令和　７年　　６月　１６日

工事
内容

とび、土工

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

工
期

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

田 中 和 夫

会
社
名

工事
内容

工
期

工事
内容

会
社
名

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

主任技術者名

会
社
名

主任技術者名 主任技術者名

工
期

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

会
社
名

工事
内容

主任技術者名

主任技術者名

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工事
内容

会
社
名

会
社
名

工事
内容

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

主任技術者名

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

工事
内容

会
社
名

工事
内容

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

主任技術者名

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工
期

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工
期

主任技術者名

会
社
名

主任技術者名
工事
内容

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

工
期

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日 工
期

主任技術者名

会
社
名

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

主任技術者名 主任技術者名

会社名 平井工業㈱

監理
技術者名

加藤浩一

四次下請

主任技術者名

工
期

工
期

主任技術者名

工
期

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

二次下請 三次下請

主任技術者名

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

主任技術者名 佐 藤 一 郎

主任技術者名

主任技術者名

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

工事
内容

会
社
名

主任技術者名

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

工事
内容

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日 工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

工事
内容

工
期 令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

工事
内容

工
期

主任技術者名

工事
内容

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

会
社
名

主任技術者名

工事
内容

会
社
名

工事
内容

主任技術者名

令和　　　年　　　月　　　日

主任技術者名

会
社
名

工事
内容

令和　　　年　　　月　　　日

工
期

令和　　　年　　　月　　　日



労災保険の特別加入について

　労災保険は、事業に従事される『労働者』の保護を目的とする制度で

すから、事業主、自営業者、家族従事者など『労働者』でない者の災害

は、本来ならば労災保険の保護の対象になりません。

　しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には労働

者と同様の作業をしており、災害の実態や災害の発生状況などから見て、

労働者に準じて保護することにふさわしい者がいます。

　そこで、これらの者に対しても、特別に任意に加入することを認める

ことを労災保険の特別加入制度といいます。

　特別加入の出来る中小事業主

　　１.労働者を年間通じて一人以上を使用すると見込まれる場合の

　　　 中小事業主

　　２.事業に従事している家族従事者や事業主が法人の場合は、代

　　　 表者以外の役員も包括して加入しなければならない。

　特別加入の出来る一人親方

　　１.労働者を使用しないで事業を行う者

　　２.一人親方に従事する家族従事者

※　中小事業主、一人親方は、必ず特別加入してください。

　　未加入者は労災保険が適用されませんので当社の作業所での就業を

　　禁止いたします。

　　労災保険の特別加入についての問い合わせ先

『 平 井 工 業 共 栄 会 労 働 保 険 事 務 組 合

電 話　０５４－２０９－８５７０　　米 澤　』



第３号様式 
 
 
 
 

労災保険特別加入状況報告 
 
 
 
 

当社が使用している再下請負業者のうち、中小事業主又は一人親方が直接作業に

従事しているので労災保険特別加入について下記により報告します。 

 

（注）① 未加入者は労災保険が適用されません。 

② 保険証書の写しを添付の事。 

 
 

中小事業主 
一人親方の別 

氏    名 続柄 所属労働保険組合名 給付基礎日額 会社名 

中小事業主  山 田 次 郎   ○○労働保険事務組合  １２,０００ （有）山 田 組 

      

      

      

      

      

      

      

 
（続柄とは中小事業主又は一人親方の家族労働者の場合は、その続柄を記入すること） 
（一人親方の場合、会社名の記入は不要） 

 
 



 
 

保険証の写し貼付欄 
 
 
 





第４号様式  
 
 

法定外補償（労災上乗保険等）加入状況届  
 
 
当社では下記の法定外補償保険に加入しております。  
 

記  
 
１．保険会社名          ○  ○  ○  ○  火  災  海  上  保  険        
 
２．保 険 種 類          労  働  災  害  総  合  保  険           
 
３．補 償 金 額          １０００万円                 
 

死   亡  障害１級  障害２級  障害３級  障害４級  

 １０００万   １０００万   １０００万   １０００万   ８００万  

障害５級  障害６級  障害７級  障害８級  障害９級  

 ７００万   ６００万   ５００万   ４００万   ３００万  

障害１０級  障害１１級  障害１２級  障害１３級  障害１４級  

 ２００万   １００万    ５０万    ３０万    ２０万  

 
４．保険適用範囲  
 

社員、常傭作業員、臨時、１次下請、２次以下下請  
 
５．保 険 期 間        Ｒ７年２月２２日 ～  Ｒ８年２月２２日  
 
 
 

（注）保険証書の写し添付の事。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



保険証写し貼付欄  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作 業 員 名 簿 



第５号様式
　（2012.11.01 改訂版）

　（2015.03.23 改訂版） （注）免許・資格者証の写しを添付の事
　（2021.03.31 改訂版） 直傭、又は２次、３次、作業員名簿

保険の欄の記入について

　１　左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。

　２　左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。

　３　右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。

※　「現・主・安 別」の欄は、現場代理人は「現」、主任技術者は「主」、安全衛生責任者は「安」と記入してください。

※　提出いただいた書類の個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、当作業所の管理以外に使用いたしません。また、ご本人の同意なく利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いは致しません。

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000

１
次

２
次

３
次

新規入場者
教育月日

高　１４０

Ａ

生年月日

T

Ｓ６２．４　 Ｒ７．２．２２

協会けんぽ

健康保険　1
年金保険　2雇入年月

H

S 75

41

22

協会けんぽ

厚生年金Ｈ２．４　 Ｒ７．２．２２

3241

21

○

T

44．1．25 ５６才 ３２年

H

〃 〃 望月　正夫 S

協会けんぽ

40．9．20 ５９才 ３８年 Ｓ５９．４　 Ｒ７．３．１０

厚生年金Ｈ６．４　

厚生年金S

T

Ｒ７．３．１０

協会けんぽ

適用除外

2110

静岡市○○○○　　　054-000-000

13 16

74 75

有限会社山田組 土工

T

H

山田次郎

17

22

〃 〃 現・主・安 田中和夫 22 40

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000

45．8．25 ５４才 ２８年

13 14 16 17 21

17

T

10 13

H

S

16

〃 〃 白鳥正雄

静岡市○○○○　　　054-000-000

13 16 17 21 22

26 74

31．2．25 ６９才S

協会けんぽ

厚生年金２２年

会　社　名 職種 現・主・安別 氏　　　　　　名

4523

Ｈ１２．３ Ｒ７．３．１０

H

静岡市○○○○　　　054-000-000

血液型
特殊健康診断日

種　類
年令

現住所　(TEL)
連絡先　(TEL)

免許・資格等
経験
年数

鈴木建設株式会社 土工 現・主・安 佐 藤 一 郎 　41．9．15 ５８才 ３５年

最も新しい
健康診断日

血圧

○

雇用保険　3

2234

厚生年金

低　　８５

高　１３５

Ｏ

高　１３６

Ｏ ○

低　　８０

低　　８２

高　１３７

Ｂ ○

3321低　　８４

高　１３５

Ａ

協会けんぽ

○
低　　８２

○Ｒ６．４ Ｒ７．３．１０

高　１１０

Ａ

4825

S 厚生年金

低　　７０H

〃 〃 鈴木雄一

T

低

１７才 １年

T

才 年S

20. 3. 2

T

才 年

H

高

H

S

才

高

H

年

低

高T

S

低

T

S

H

高

低

才 年

高T

S

H

才 年

低

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000

静岡市○○○○　　　054-000-000



建設業の許可について

建設業の許可を持っている業者の方は写しを添付してください。

主任技術者の資格内容について

① 経験年数による場合は、それぞれの年数以上の経歴書を添付して

ください。

② 資格による場合は、それぞれの資格証の写しを添付してください。



 
 
 
 
 
 
 
 

免許、資格証の（写） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

（免許証等貼付欄） 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

高齢者・年少者等就労報告書 
 

年少者就労報告書、高齢者就労報告書 
18 才未満の作業員、65 才以上の高齢者を就労させる場合 
  注）1．女子、年少者、就業禁止事項一覧表参照 
    2．該当者がいない場合は報告書の必要はありません。 
 
 
 
＜年少者について＞ 
① 満 15 歳に満たない児童を労働者として使用してはならない（労基法第 56 条）。 
② 18 才未満の者については、年齢を証明する書類の備え付けが必要である（同第 57 条）。 
③ 18才未満の者を深夜業（午後10時から午前5時まで）に使用してはならない（同第61条）。 
 
 
 
＜高齢者について＞ 
① 中高年齢者等についての配慮（安衛法第 62 条） 
  事業者は中高年齢者、その他労働災害の防止、その他就業に当たって特に配慮を必 
  要とするものについては、これらの者の心身の状況に応じて適正な配慮を行うよう 
  努めなくてはならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



×：就労禁止 
        女子・年少者就労制限業務一覧表         △：申し出があった場合は就労禁止 

○：就労可 

業  務  の  種  類 
就 労 制 限 の 内 容 
年少者 
(18歳未満) 

女  子 
妊婦 産婦 その他 

機 

械 

運 

転 

等 

クレーン、デリック又は揚貨装置の運転（女子にあっては吊上げ荷重 5t 以上） × × △ 〇 

クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛け（補助作業は除く） × × △ 〇 

最大積載荷車 2t 以上のエレベーターの運転（人荷共用又は荷物用） × 〇 〇 〇 

高さが 15 メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転 × 〇 〇 〇 

動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷投用機械の運転 × × △ 〇 

動力により騒動される巻上げ機、運搬機又は索道の運転（ホイスト、エアーホイストを除く） × 〇 〇 〇 

動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車、2t 以上の貨物自動車の運転 × 〇 〇 〇 

直流 750V、交流 300V を超える電圧の充電電路、支持物の点検、修理、操作 × 〇 〇 〇 

直径 25cm 以上の丸のこ盤又は、のこ車の直径が 75cm 以上の帯のこ盤への木材供給 × × △ 〇 

軌 

条 

操作場の構内における軌道車輌の入れ替え、連結、開放 × × △ 〇 

軌道内で見通し 400m 以内又は車両通行頻繁な場所での単独作業 × 〇 〇 〇 

危 

険 

作 

業 

手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱い × 〇 〇 〇 

岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕械への材料投入 × × △ 〇 

土石が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5m 以上の地穴での作業 × × 〇 〇 

高さが 5m 以上で墜落のおそれのある場所での作業 × × 〇 〇 

足場の組み立て、解体、変更の作業（地上、床上での補助作業を除く） × × △ 〇 

胸高直径が 35cm 以上の立木の伐採 × × △ 〇 

危
険
・
有
害
物
取
扱
い 

火薬、爆薬又は火工品の取扱い業務で爆発のおそれのあるもの × 〇 〇 〇 

危険物を取扱う業務で爆発、、発火、引火の危険あるもの（安衛令別表 1 のもの） × 〇 〇 〇 

水銀、砒素、塩酸、硝酸等の有害物を取扱う作業 × 〇 〇 〇 

鉛、水銀、クロム、砒素、塩素の有害物のガス、蒸気、粉じん発散場所での作業 × × × 〇 

環 

境 

衛 

生 
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所での作業 × 〇 〇 〇 

有害放射線にさらされる作業 × 〇 〇 〇 

多量の高熱物体の取扱い又は著しく暑熱な場所での作業 × × △ 〇 

多量の低温物体の取扱い又は著しく寒冷な場所での作業 × × △ 〇 

異常気圧下における作業 × × △ 〇 

さく岩機等身体に著しい振動を与える槻械・器具を用いる作業 × × × 〇 

強烈な騒音を発する場所での作業 × 〇 〇 〇 

坑内作業 × × × × 

重 

量 

物 

重量物を取り扱う作業 
右表の重量(kg)以上のものを取扱う作業 

 

     区 分 
年 齢 

断 続 作 業 継 続 作 業 
男 女 妊産婦 男 女 妊産婦 

16 歳未満 15kg 12kg 12kg 10kg 8kg 8kg 
16 歳～18 歳未満 30 25 25 20 15 15 
18 歳以上 － － 30 － － 20 

 



第 6 号様式  
 
 

高齢者就労報告書  
 

令和７年 ３月２７日  
 
 

    ○  ○  ○  ○  工  事 作業所長殿  
 
 
 

所 在 地  静  岡  市  ○  ○  ○  ○  
 
一次会社名  鈴  木  建  設  株  式  会  社  
 
代表者氏名  取締役社長  鈴木太郎 ㊞  
 
所属会社名  有  限  会  社 山  田  組  
（  次）  
代表者氏名  山 田 次 郎 ㊞  

 
 

貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は高齢者（ 65 才以上）ですが、当社の

責任において就労させますので報告いたします。  
原則的には年少者就業制限に準じますが、やむを得ず就労させる場合は職長の直接指

揮により、安全措置等を講じて就労させます。  
 
 
 

記  
 
 

氏    名  生年月日  年令（満）  職  種  作業内容  

白鳥正雄  S31.2.25 ６９才  土工  手元  

     

     

     

     

 



第７号様式  
 
 

年少者就労報告書  
 

令和７年 ３月２７日  
 
 

   ○  ○  ○  ○  工  事 作業所長殿  
 
 
 

所 在 地  静  岡  市  ○  ○  ○  ○  
 
会 社 名  鈴  木  建  設  株  式  会  社  
 
代表者氏名  取締役社長 鈴木太郎 ㊞  
 
所属会社名  有  限  会  社 山  田  組  
（  次）  
代表者氏名  山 田 次 郎 ㊞  

 
 

貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は年少者（満 18 才未満）ですが、労

働基準法、年少者労働基準規則を始め、関係諸法令に定める就労制限業務に従事させな

いことを誓約致します。  
 
 

記  
 
 

氏    名  生年月日  年令（満） 職  種  作業内容  

鈴木雄一  H20.3.2 １７才  土工  手元  

     

     

     

     

 
 
※次の書類の写しを同時に添付します。  

１．年令証明書（住民票記載事項の証明書等）  



 
 
 
 
 

建設機械等      （         等）持込・使用許可願 

 
 
 

機械電気器具（         等）持込・使用許可願 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移動式クレーン 
車輌系建設機械 

電 動 工 具 
電 気 溶 接 機 



１．移動式クレーン・車輌系建設機械等 ２．電動工具、電気溶接機等 
1. クレーン 
2. 移動式クレーン 
3. デリック 
4. エレベーター 
5. 建設用リフト 
6. 高所作業車 
7. ゴンドラ 
8. ブル・ドーザー 
9. モーター・グレーダー 

10. トラクターショベル 
11. ずり積機 
12. スクレーパー 
13. スクレープ・ドーザー 
14. パワー・ショベル 
15. ドラグ・ショベル（油圧ショベル） 
16. ドラグライン 
17. クラムシェル 
18. バケット掘削機 
19. トレンチャー 
20. くい打械 
21. くい抜機 
22. アース・ドリル 
23. リバース・サーキュレーション・ドリル 
24. せん孔機 
25. アース・オーガー 
26. ペーパー・ドレーン・マシン 
27. 地下連続壁施工機械 
28. ローラー 
29. クローラドリル 
30. ドリルジャンボ 
31. ロードヘッダー 
32. コンクリート破砕機 
33. アスファルトフイニッシャー 
34. スタビライザ 
35. ロードプレーナ 
36. ロードカッター 
37. 重ダンプトラック 
38. ダンプトラック 
39. トラックミキサー 
40. 散水車 
41. 不整地運搬車 
42. その他 

 

機 械 名 
1. 電動カンナ 
2. 電動ドリル 
3. 電動丸のこ 
4. グラインダー等 
5. アーク溶接機 
6. ウインチ 
7. 発電機 
8. トランス 
9. コンプレッサー 

10. 送風機 
11. ポンプ類 
12. ミキサー類 
13. コンベヤー 
14. 吹付機 
15. ボーリングマシン 
16. 振動コンパクター 
17. バイブレーター 
18. 鉄筋加工機 
19. 電動チェーンブロック 
20. その他 

 

 
 
 
 
 



第８号様式  
令和  ７年   ３月  ２７日  

 

建設機械等持込・使用許可願  
 
 
 
 
 
 
このたび、下記の重機械を点検整備のうえ持込使用しますので、使用を許可願います。  

 
 

名    称  形式・能力  使用期間  運転手名  
許   可  

年月日  No. 

バックホー  
PC138UU 

0.4 ㎥  
7.4.5~   

7.6.16 
○○○○     

      

      

      

      

      

 
 
許可条件  
使用に際して取扱責任者（運転者）は次の事項を順守すること。  
(１ )  法令に基づき必要とされる資格、技能の所持者であることを証する「資格証明書（写）」を提出

すること。  

(２ )  重機械の使用に際しては作業の内容、指揮系統、連絡合図等の方法を確認のうえ作業所の指示に

従うこと。  

(３ )  法令の定めに従い作業開始前点検および定期並びに特定自主検査を行いその記録を提出するこ

と。  

(４ )  その他法令に定められた事項を守ること。  

 

 
上記機械の当作業所持込使用を許可致します。  
 
 

所長  加  藤  浩  一   印  
 
 
 
 

一次会社名  鈴  木  建  設  株  式  会  社              

現場代理人  佐  藤  一  郎    ○印    

持込会社名  有  限  会  社  山  田  組              

現場代理人  田  中  和  夫    ○印    



 
 
 

定期点検、特定自主検査 記録貼付欄  
 
 



第９号様式 
令和 ７年  ３月 ２７日 

 

機械電気器具（        等）持込・使用許可願 

 
      ○○○○工事  作業所長殿 
 
 
 
 

このたび、下記機械等を右の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、

お届けします。なお、使用に際しては、関係法令に定められた事項を順守します。 
 

記 
 

番号 機 械 名 
規 格 
性 能 

点検者 
使 用 期 間 
年 月 日 

取扱者 
持 込 許 可 
年 月 日 

１ 電動ドリル 13㎜φ100V用 ○○○○ 
7 年 4 月 10 日～ 
  7 年 6 月 2 日 田中 年 月 日 

２ 電動丸ノコ 100V×300W ○○○○ 
7 年 4 月 10 日～ 
  7 年 6 月 2 日 田中 年 月 日 

３    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

４    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

５    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

６    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

７    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

８    
 年 月 日～ 
  年 月 日 

 年 月 日 

機械等の特性・その他 
その使用上注意すべき

事項 
 

電 動 工 具 
電 気 溶 接 機 

一次会社名  鈴 木 建 設 株 式 会 社              

現場代理人     佐 藤 一 郎    ○印  

持込会社名  有 限 会 社 山 田 組              

現場代理人     田 中 和 夫    ○印  

  持 込 時 の 点 検 表 

電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 

点  検  日 4/9 4/9       

番 号 
点検事項 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

アース線 ﾚ ﾚ       

接地クランプ         

キャップタイヤ ﾚ ﾚ       

コネクタ ﾚ ﾚ       

接続端子の締結         

充電部の絶縁         

自動電撃防止装置         

絶縁ホルダー         

溶接保護面         

操作スイッチ ﾚ ﾚ       

絶縁抵抗測定値 10 10       

各種ブレーキの作動         

手すり・囲い         

フックのはずれ止め         

ワイヤーロープ・チェーン         

滑  車         

回転部の囲い等  ﾚ       

危険表示         

そ  の  他 

         

         

         

         

         

         

備考：1.絶縁抵抗測定値については、実測値（ＭΩ）を記入すること。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

火 気 使 用 届  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１１号様式  
 

令和７年 ３月２７日  
 

火 気 使 用 届  
 
 

  ○  ○  ○  ○  工  事 作業所長殿  
 
 

一  次  会  社  名    鈴  木  建  設  株  式  会  社         
 

                                 現  場  代  理  人   佐 藤 一 郎  ㊞  
 
                 使  用  会  社  名  有  限  会  社  山  田  組  
                 （    次）  
                                 現  場  代  理  人   田 中 和 夫  ㊞  
 

下記の要領で火気使用いたしたくご許可願います。なお、火気使用の終了時には、必

ずその旨ご報告いたします。  
 
 

記  
 
 

使用場所   既設杭の鉄筋切断  

使用目的  工事  溶接、溶断 、圧接、防水、乾燥  使用期間４月６日～６月１０日  

火気の種類  電気、ガス、灯油、重油、その他（              ）  

管理方法  消火器、防火用水、消火砂、防炎シート、受皿、標識、監視  

火元責任者  
（跡始末巡回者） 

   
田  中  和  夫  

火気使用責任者  
   

田  中  和  夫  

 
 

※使用目的 火気の種類、管理方法は該当事項を〇で囲んでください。  

実際に管理する者を記入  

実際に管理する者を記入  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

作 業 所 作 業 協 定 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１２号様式 
 
 

作 業 所 作 業 協 定 書 

 

 

この作業所で作業を行う工事関係者及びその作業員は、この作業所の安全衛生協議会

（災害防止協議会）で協定したこの作業協定書に従って、就業しなくてはならない。 

 

 

作 業 時 間 

 

 

１．始業及び終業の時刻並びに休憩の時間は、作業所の規定による。 

  但し、作業の都合により、作業時間を変更して作業する工事関係者は事前に作業 

所長に届け出て、その許可を受けなければならない。 

 

２．休日は作業所の規定による。 

  なお、工事関係者の都合で休日等に作業するときは、事前に作業所長に届け出て、 

  その許可を受けなければならない。 

 

 

服 務 規 程 

 

 

３．下記の各号の一に該当するものは、作業所に入ることを禁じ、又は退場させるこ 

  とがある。 

  （１）酒気を帯びている者。 

  （２）作業所の秩序並びに風紀をみだし又はみだすおそれがある者。 

  （３）危険物を所持する者。 

  （４）工事関係者又はその作業者に暴行を加え又はその業務を妨げるもの。 

 

 

安 全 及 び 衛 生 

 

 

４．作業所長の指示に従い労働安全衛生法を守り、安全施設を活用し、災害の発生を 

未然に防止するよう努めなくてはならない。 



 

５．作業所内では特に次の事項を厳守すること。 

  （１）保護帽を着用すること。 

  （２）喫煙は指定された場所で行うこと。 

  （３）指定された通路以外は通行せず、危険な区域に立ち入らないこと。 

  （４）保護具、安全帯等は、必要に応じて使用すること。 

  （５）みだりに機械、原動機又は電気スイッチに触れないこと。 

  （６）高所から材料その他を投下してはならない。 

 

 

清 掃 及 び 整 理 整 頓 

 

 

６．工事関係者及びその作業員は、常に作業所内の整理整頓、廃棄物の処理並びに清 

掃に注意を払い、共同して快適な作業環境の保持に努めなければならない。 

 

７．作業所内では次の清掃処理事項を守らなくてはならない。 

  （１）搬入された資材等は所定の場所に整理整頓のうえ、安全に留意して置くこ 

と。 

（２）工事関係者は自己発生の廃棄物又は残材を必ず自己の責任で場外に搬出処 

     理すること。 

  （３）前号以外の塵芥などは、指定された集積場にとりまとめて整理すること。 

  （４）工事関係者は自己の仕事が完了したときは、作業所長の清掃結果の点検を 

受けること。 

  （５）安全衛生協議会（災害防止協議会）で定めた清掃日には、必ず全員で整理 

清掃を実施すること。 

 

 

火 災 予 防 、非 常 措 置 

 

 

８．火災その他（土砂崩壊、出水若しくは雪崩等）非常の災害が発生する危険がある 

ことを知ったとき、又は以上を認めたときは直ちに臨機の処置を取るとともに、 

直ちに作業所長に報告しなくてはならない。 

 

９．非常災害が発生したときは互いに協力し、作業所長の指示に従い、その被害を最 

小限度にとどめるとともに、速やかに安全な場所に避難するものとする。 

 

10．喫煙等は、定められた場所以外で、これを行ってはならない。 

 



 

 

11．火気を使用する場合又は火気の発生するおそれのあるものを使用するときは、予 

めその旨を作業所長に届け出て、消火器の設置等予防の措置、養生施設を行った 

うえ、作業を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

住 所 

 

 

会社名 

 

 

代表者              ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

                殿 

書き込みができませんの

でゴム印、手書き等で記

入してください 

工事名記入 



送 り出 し 教育

作業主任者選任報告



送り出し教育の趣旨

「送り出し教育」とは、事業者が作業員を新規の現場に「送り出す前に」その

現場の状況を把握し、「新規入場者教育」の前に実施するものです。

これにより、現場における「新規入場者教育」の時間が短縮され、職長が現場

を離れる時間を短縮することができます。

送り出し教育の実施

送り出し教育は、法律に基づくものではありません。

法的には、安全教育の実施責任は二次、三次であっても、事業主にあります。

それぞれの事業主に送り出し教育の実施をお願いするものです。

教育実施者 ； 事業者、工事担当管理者、職長・安全衛生責任者

教育対象者 ； 初めてその作業所に入場する、すべての作業員

事前に、現場の場所、作業内容、工期、担当工事の作業内容等の資料を入手し

て、実施してください。

送り出し教育の内容

① 工事の概要

② 作業所のルール

③ 作業手順

④ 安全対策と必要な免許・資格

⑤ 安全施工サイクル

⑥ 平井工業安全衛生管理方針

⑦ 労働安全衛生法・労働安全衛生規則に定められた事項等

※　　「送り出し教育実施報告書」と「新規入場者教育チェックシート」を

　　１枚の用紙（作業員一人につき１枚）にさせていただきます。

　　　「送り出し教育実施報告」の部分は、本人自書でなく、パソコン等で

　　記入いただいてもかまいません。

　　　現場入場者は、新規に入場する際、必ずお持ちください。



送り出し教育の資料　（例）

　この資料は、現場の案内と作業所のルール等、送り出し教育に必要な項目が記載されており

ます。関係請負人は実際に入場する作業員に責任を持って伝達してください。

① 入退場道路はスクールゾーンとなっており、入退場時間

は、原則として７：３０～１８：００までとする。

② 現場前面は通学路となっているので徐行運転とする。

③ 駐車場については、場外有料駐車場とする。なお、

現場付近道路は駐車禁止となっている。

④ 工事用車両の入退場は必ず警備員の指示に従うこと。

① 作業場では、服装、保護帽、安全帯、安全靴等を正しく

身につけること。

② 指定場所では安全帯の２丁掛けとする。

③ ２ｍ以上の高所作業では、安全帯を使用する。

① 安全朝礼（８：００開始）は必ず全員参加すること。

② ＫＹ活動は作業員全員参加で実施すること。

③ 作業時間は８：００～１７：００を厳守すること。

① 作業場内は禁煙とする。喫煙は指定された場所で行う

こと。

② 安全設備を一時的に取り外す時は、安全設備一部取り

外し等許可申請書を提出して必ず許可を得ること。

③ 作業場所は常に整理整頓し、安全通路には物を置か

ないこと。

④ 資格の必要な作業は、有資格者が行うこと。

⑤ 火気の使用は、作業開始前に火気使用届を提出する

こと。

① その日に出た残材・ゴミは、その日に片付けること。

② ゴミは分別して収集すること。

③ 休憩所は各自整理整頓すること。

工 事 概 要

作

業

所

の

基

本

ル

ー

ル

工 事 名 称

所 在 地

工 期

元 請 工 事 担 当 者

車 両 規 制

片 付 け

朝礼

・

ミーティング

作 業 時

保 護 具



所長 担当者

送り出し教育実施報告書及び新規入場者教育チェックシート
〔 送り出し教育実施報告 〕　

Ａ　・　Ｂ　・　Ｏ　・　ＡＢ

特殊健康診断の種類

１．移動式クレーン（５ｔ以上）　　２．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．地山掘削 ５．鉄骨の組立等 ９．ｺﾝｸﾘｰﾄ造工作物解体等　

２．土止め支保工 ６．有機溶剤業務 10．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　）

３．型枠支保工組立等 ７．酸素欠乏危険 （第１種）

４．足場の組立等 ８．酸素欠乏危険 （第２種）

１．ガス溶接 ６．玉掛（１ｔ以上）

２．車両系建設機械（３ｔ以上の整地・運搬・積込み・掘削用） ７．移動式クレーン（１ｔ以上５ｔ未満）

３．車両系建設機械（３ｔ以上の解体用） ８．不整地運搬車

４．車両系建設機械（３ｔ以上の基礎工事用） ９．高所作業車（10ｍ以上）

５．フォークリフト（１ｔ以上） 10．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．研削といし 10．ゴンドラ

２．アーク溶接 11．酸素欠乏危険

３．低圧電気取扱 12．酸素欠乏・硫化水素中毒危険

４．フォークリフト（１ｔ未満） 13．高所作業車（10ｍ未満）

５．車両系建設機械（３ｔ未満の整地・運搬・積込み・掘削用） 14．コンクリートポンプ車

６．巻き上げ機 15．石綿等が使用されている建築物等の解体等

７．クレーン（５ｔ未満） 16．足場の組立て等

８．移動式クレーン（１ｔ未満） 17．フルハーネス型安全帯使用作業

９．ローラーの運転 18．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎送り出し教育の内容 教育実施年月日

（１）工事の概要 （５）安全施工サイクル

（２）作業所のルール （６）平井工業安全衛生管理方針 教育実施者の会社名・氏名

（３）作業手順 （７）労働安全衛生法・労働安全衛生規則等に定められた事項

（４）安全対策と必要な免許・資格

〔 新規入場者アンケート 〕

〒 電　話

住所 氏名 続柄 電　話

私は、当作業所に従事するに当たり、新規入場者教育の内容及び作業所内の諸規則を良く守り、安全作業をする

事を誓います。また、私は社会と企業の一員としてコンプライアンス（法令等順守）を徹底します。

貴社のＩＳＯの精神を理解し、基準に従って作業する事を誓います。

なお、このアンケートが平井工業株式会社・専門工事業者に提出され、作業所における労務・安全衛生管理のため

に使用されることについて同意します。

令和　　　年　　　月　　　日 本人署名

 ※ 事業主又は一人親方の方で、労災保険に特別加入していない場合は、当社の作業所では作業できません。

　　 必ず特別加入してください。

（本日の測定値）

〔 新規入場者教育 〕　（ 教育実施者記入 ）

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

上記作業員に対し作業所での新規入場者教育を実施し、アンケートの内容についても確認しました。 　講　師

１．作業所概要、組織、担当者等 ４．作業所の設備、施設等（足場、休憩所等）

２．作業所のルール ５．危険作業、立入禁止区域（墜落防止措置等）

３．安全施工サイクルの内容 ６．コンプライアンス（法令等遵守）

血　　　　　圧
 最高；　　　　／最低；

既 往 症 ・ 治 療 中
ある （　　　　　　　）　・　ない

教 育 実 施 年 月 日

202１.03.30

現 在 具 合 の 悪 い 所

特 別 教 育

年　　　　月　　　　日

会 社 名

現 住 所

誓 約 書

　あなたは自営業者ですか？ はい　（ 事業主　・　一人親方 ）　　・　　いいえ
中小事業主

緊 急 時

連 絡 先

ふりがな 性　　別 職　　種

所属会社 本 人 の 会 社

取

得

資

格

免 許

（

取
得
し
た
資
格
の
番
号
に
○
印
を
付
け
る
こ
と
）

作 業 主 任 者

技 能 講 習

職長・安全衛生責任者能力向上教育

経験年数 生　年　月　日 年　齢

氏　　名 男　・　女 　　　　年 　　　　　年　　　月　　　日　生 　　　才

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　年　　　　　月 受 講　　・　　未 受 講　　　　　　　年　　　　　月 受 講 予 定

（　　　） 次 一次業者

健康管理
定期健康診断日 　　　年　　　　月　　　　日　 血 液 型

特殊健康診断日 　　　年　　　　月　　　　日　

健康管理

　「はい」 とお答えの方は、労災保険特別加入制度に加入していますか？
一人親方

等について

　「いいえ」 とお答えの方は、誰から賃金をもらっていますか？　（事業主名等）

作
業
所
確
認
欄

氏 名

職長・安全衛生責任者教育 　　　　　　　　　年　　　　　月 受 講　　・　　未 受 講　　　　　　　年　　　　　月 受 講 予 定

はい　　・　　いいえ



令和　　　年　　　月　　　日

作業主任者選任報告

工事名

㊞

正・副の２名作業主任者を選任し、正の作業主任者が不在の場合は副の作業主任者が職務につく。

同時に２箇所以上の離れた場所で作業を行う場合は、それぞれの場所に作業主任者が必要となります。

労働安全衛生法第１４条に基づき、上記の通り作業主任者（技能講習修了者）を選任したので報告いたし

ます。

作業主任者には作業主任者の職務を確実に行わせ下記事項を厳守させます。

　（職務は各作業主任者により異なります。詳細は労働安全衛生規則を確認してください。）

１．作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

２．材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

３．安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること。

一次会社名

職 名 住 所

ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等作業

住 所職 名

住 所

正

会 社 名

氏 名

会 社 名

特 定 化 学 物 質 作 業

作 業 名

所 在 地

建設物等の鉄骨の組立て等作業

作 業 名 所 在 地

作 業 名

副

代 表 者 名

酸 素 欠 乏 危 険 作 業

氏 名

石 綿 作 業

作 業 名

型 枠 支 保 工 の 組 立 て 等 作 業

足 場 の 組 立 て 等 作 業

酸素欠乏 ・硫化水素危険作業

地 山 の 掘 削 （ ２ m 以 上 ） 作 業

土 止 め 支 保 工 作 業

有 機 溶 剤 作 業



令和　　　年　　　月　　　日

化学物質管理者及び保護具着用管理責任者選任報告

工事名

労働安全衛生規則等が改正され、２０２４年４月１日より化学物質管理者、保護具

着用管理責任者の選任が義務化されました。

現場において、対象作業を実施する場合は、化学物質管理者、保護具着用管理

責任者の選任をしてください。（業者ごとに選任が必要です）

選任要件

化学物質管理責任者は、

１．労働衛生コンサルタント試験に合格した者

２．第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けたもの

３．特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者

４．有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者

５．化学物質の管理に関する講習を受講している者

等となります。

保護具着用管理責任者は、

１．労働衛生コンサルタント試験に合格した者

２．第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けたもの

３．特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者

４．有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者

５．保護具の管理に関する講習を受講している者

等となります。

詳細は、添付資料を参照してください。

※　資格証を添付してください。

保護具着用管理責任者

一 次 会 社 名

住 所

代 表 者 名

氏 名 会 社 名 所 在 地

化 学 物 質 管 理 者

氏 名 会 社 名 所 在 地












